
税法上の取扱い

桂f金 （法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第1項）
事業主が、 この制度に支払った掛金は、全額損金 （必要経費） となります。

退職一時金
退熾所褐になります。
源泉徴収税額＝（退職金額 一 退職所得控除額） x+x 税率（勤続年数による）

勤続年数 退職所得控除額
2年以下の場合•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・··80万円
2年を超え 20年以下の場合…………4 0万円X勤続年数
20年を超える場合……………………800万円十70万円X (勤続年数 ー 20年）

退職年金 （所得税法第35条第3 項第3 号）
雑所得（公的年金等に係る雑所得）となります。他に所得がなければほとんど税金はかかりません。

--

遺族一時合 （相続税法第3条、相続税法第12条）
相続税の対象となります。

事務処理について

カ「入中込み処理
加入申込書と口座振替届出書を提出してください。（口座振替届出書は新規加入時のみ必要）

2 2日に初回掛金が引落されますと、翌月1日契約が成立し、被共済者証が送付されます。

退職一時金等の請求処理

請求書・退職所得の受給に関する申告書・被共済者証を提出してください。

毎月10B 、20B 、末日に請求を締めております。

給付金はそれぞれの締め日から 10日ほど後に、従業員に直接支払われます。 なお、遺族一時金

の請求には、上記書類の他に除籍謄（抄）本等が必要となります。

この制度の内容をくわしくお知りになりたい方、および

加入申込みをなされる方は商工会へお申し出ください。

（平成 27年7月作成）

従業員の退職金は

商工会の特定退職金共済で．，

一ー特定退職金共済制度とは�

この制度は、 退職金制度をもつことが

困難な商工会員企業が協力し合い、 大企

業と同じような退職金を支払うことがで

きるようにすることを目的としています。

昭和50年に長野県商工会連合会が、 所

得税法施行令第73条に定める特定退職金

共済団体として、 国の承認を得て発足し

たもので、 これによって会員企業の従業

員の福祉の増進と雇用の安定をはかり、

ひいては会員企業の振興と発展に役立て

ることをねらいとするものです。

制度の特色

。
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I 掛金は1人月額1口1,000円で30口30,000円まで損金または必要経費として計上でき、 従業員
は給与課税がありません。

II 中小企業退職金共済制度や企業年金とも重複して加入でき、 重複して損金算入が認められて
います。

m 給付の際、 年金または一 時金を任意に選択でき、 死亡退職については一口につき10,000円が
加算されます。

商 工 会
長野県商工会連合会




